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入 札 説 明 書 

 

 令和７年３月２６日付け 史跡太安萬侶墓における基本設計業務（業務番号 ６文財第２

８号） にかかる入札公告に基づく施工体制確認型一般競争入札については、関係法令に定

めるもののほか、この入札説明書によるものとします。 

  入札に参加する者は、下記の事項を熟知のうえ、入札しなければなりません。 

 

 

１  競争入札に参加する者に必要な資格 

この入札に参加できる者は、次に掲げる条件をすべて満たした者とします。 

  （１）奈良県建設工事等競争入札参加資格のうち、建設コンサルタント「造園」部門また

は、「都市計画」部門の資格を有すること。 

 （２）奈良県・大阪府・京都府・滋賀県・和歌山県・兵庫県のいずれかに本店・営業所を

有すること（奈良県に対する競争入札参加資格を有するものに限ります。） 

 （３）令和２年４月１日～令和７年３月３１日の間に完了した国指定史跡整備の基本設計

業務の履行実績（国又は地方公共団体が発注したもの）を有すること。 

 （４）この業務を行う期間中、管理技術者（１名）及び照査技術者（１名）（以下「配置

予定技術者」といいます。）を配置（各技術者の兼任は不可）すること。 

 管理技術者及び照査技術者は次に掲げる①～④のいずれかの資格を有すること。 

 なお、配置予定技術者は直接的な雇用関係（代表者可）にある者とし、そのうち管

理技術者にあっては、競争入札参加資格確認申請書の提出の日以前に３か月以上の雇

用関係（代表者可）にあること。ただし、照査技術者については、再委託できるもの

とする。 

① 技術士（総合技術管理部門（建設））の「都市及び地方計画」 

② 技術士（建設部門）の「都市及び地方計画」 

③ 建設コンサルタント登録規程第３条第１号ロに該当する者の「都市計画及び地

方計画」又は「造園」 

④ シビルコンサルティングマネージャ RCCMの「都市計画及び地方計画」又は

「造園」   

（５）入札書提出の日から開札日までの期間に、奈良県建設工事等請負契約に係る入札参

加停止措置要領による入札参加停止措置（以下、「入札参加停止」といいます。）を

受けていないこと。 

  （６）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当する者

でないこと。 

 （７）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定による更生手続開始の申

立て（同法附則第２条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件（以下

「旧更正事件」といいます。）に係る同法による改正前の会社更生法（昭和２７年法

律第１７２号。以下「旧法」といいます。）第３０条の規定による更生手続開始の申

立てを含みます。）をしていない者又は申立てをなされていない者であること。ただ

し、同法に基づく更生手続開始の決定（旧更正事件に係る旧法に基づく更生手続開始

の決定を含みます。）を受けた者については、更生手続開始の申立てをしなかった者

又は申立てをなされなかった者とみなします。 

 （８）平成１２年３月３１日以前に民事再生法（平成１１年法律第２２５号）附則第２条

による廃止前の和議法（大正１１年法律第７２号）第１２条第１項の規定による和議

開始の申立てをしていない者であること。 

 （９）平成１２年４月１日以降に民事再生法第２１条の再生手続開始の申立てをしていな
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い者又は申立てをされていない者であること。ただし、同法に基づく再生手続開始の

決定を受けた者であっても、再生計画の認可の決定を受けた者については、再生手続

開始の申立てをしなかった者又は申立てがされなかったものとみなします。 

 

２ 入札の手続き 

（１）入札は、書留郵便とし、封筒の表面に「４月１７日開札 史跡太安萬侶墓における

基本設計業務 ６文財第２８号 入札書在中」と朱書するとともに、内封筒に入札書

（あて名は、奈良県知事 山下真）と積算内訳書を入れ、代表者の印で封印し、奈良

県地域創造部文化財課長宛ての親展として、令和７年４月１６日（水）午後４時まで

に８に定める場所に到着するようにしてください。 

（２）一度提出した入札書は、引き換え、変更し、又は取り消すことができません。 

 （３）入札は、総計金額で行います。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に

当該金額の１０％に相当する額を加算した額（当該金額に１円未満の端数があるとき

は、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格としますので、入札者は、消

費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積も

った契約金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載してください。 

 （４）積算内訳書を入札書に同封し、郵送してください。（様式４） 

    以下の場合、失格となります。 

    ・積算内訳書が同封されていなかった場合 

    ・同封された積算内訳書が、当該入札書のものであると確認できない場合 

    ・同封された積算内訳書が、入札者のものと確認できない場合 

    ・積算内訳書２枚全てが同封されていなかった場合 

 

３  落札者の決定方法 

  （１）開札は、入札書を郵送してきた参加者が立ち会わないときは、入札執行事務に関係

ない職員を立ち会わせてこれを行う場合があります。 

 （２）予定価格の範囲内ですべてのものが入札した場合には、そのうち最低の価格をもっ

て有効な入札を行った者を落札候補者とします。 

（３）（２）のうち落札候補者となるべき同価格の入札者が２者以上ある場合は、「く

じ」により落札候補者の順位を決定します。ただし、「くじ」を辞退することはでき

ません。 

   「くじ」の対象となった参加者には、入札執行者より対象となった旨連絡します。 

   「くじ」を行う場所 奈良市登大路町３０番地 

             奈良県庁 本庁舎６階 入札室 

   「くじ」を行う日時 令和７年４月１７日（木）午後３時００分から 

       

４ 競争入札参加資格確認申請書等の確認及び施工体制確認調査の実施 

  開札後、落札候補者となった者に対し競争入札参加資格があることの確認および施工体

制確認調査を実施します。競争入札に参加する資格が確認できないか、適正な業務の確保

ができないおそれがあると認められる場合は失格となります。この場合、次順位者を落札

候補者として競争入札参加資格確認及び施工体制確認調査を実施します。 

  開札後、落札候補者となった者は、下記により競争入札参加資格確認申請書等及び施工

体制確認調査書類を提出してください。提出書類の審査を行うとともに、必要に応じ聞き

取り調査を実施します。聞き取り調査に応じない場合は失格となります。また入札参加資

格停止となる場合もありますので注意してください。 

（１） 競争入札参加資格確認申請書等 
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競争入札参加資格確認申請書等は、下記アからウのとおりとし、次に従い作成し

てください。 

ア 競争入札参加資格確認申請書（様式Ｓ１） 

入札公告第２の（１）に掲げる資格について、建設コンサルタント登録規程

（昭和５２年４月１５日号外建設省告示第７１７号。以下同じ。）第２条に基

づく登録年月日及び登録番号、奈良県建設工事等競争入札参加資格の登録部門

を様式Ｓ１に記載し、同規程第７条の規定による現況報告書（直近のもので地

方整備局の受付印を押印したもの）の表紙の写しを添付してください。 

イ 業務実績報告書（様式Ｓ２） 

入札公告第２の（３）に掲げる業務実績等について、様式Ｓ２に記載してく

ださい。その業務実績を確認する資料として、当該業務がテクリスに登録され

ている場合は、テクリス完了登録（登録内容確認書（業務実績））等の写し等

を添付してください。 

 登録されていない場合は、記載した業務の履行実績が確認できる契約書、設

計書又は仕様書等の写しを提出してください。 

 これらによることができない場合は、業務の内容が確認できる業務履行証明

書（様式Ｓ２－２）を添付してください。なお、当該様式の１～５の事項につ

いて確認できるものであれば、必ずしも当該様式でなくてもかまいません。 

ウ 配置予定技術者の資格等に関する報告書（様式Ｓ６－１、様式Ｓ６－２） 

入札公告第２の（４）に掲げる資格等があることを示す書面を様式Ｓ６－１

及び様式Ｓ６－２により作成してください。その内容を確認できる書類とし

て、資格等を証する書面の写し及び直接的な雇用関係を証明する書類（健康保

険被保険者証の写し等）を添付してください。ただし、照査技術者について再

委託する場合は、再委託先との雇用関係にあることを証明する書面（健康保険

被保険者証の写し等）を添付してください。 

 なお、管理技術者については、競争入札参加資格確認申請書の提出の日以前

に３か月以上の雇用関係（代表者可）にある者でなければなりません。 

（２） 施工体制確認調査提出書類 

   ア 施工体制確認調査報告書    様式１ 

イ 業務履行に関する実施体制図       様式２ 

ウ 配置予定技術者名簿         様式３ 

エ 積算内訳書     様式４（入札時に提出） 

オ 手持ちコンサルタント業務等の状況   様式５ 

 

＊ 各様式の記載要領を十分確認して下さい。記載内容が奈良県地域創造部施工体制

確認調査実施要領に沿わない場合は失格となることがあります。また、記載内容を証

明するための添付資料を必ず添付して下さい。 

＊ 様式３の配置予定技術者名簿に記載する技術者については、１の（４）に示す資 

格を有することが確認できるように記載してください。 

＊ 書類の記載もれ、添付もれ等がないことを十分確認の上、提出して下さい。 

＊ 下記の場合も契約審査会により適正な業務の確保がなされないおそれがあると判 

定され失格となります。 

  ア 施工体制確認調査に協力しない場合 

  イ 配置予定技術者の資格等が入札条件等に適合しない場合 

  ウ 提出書類が設計仕様等に適合しない場合 

  エ 提出書類が入札金額に適合しない場合 



 -4- 

  オ 法令違反や契約上の基本事項違反等があると認められる場合 

  カ 上記のほか、適正な業務の確保がなされないおそれがあると認められる場合 

（３） 提出期限 入札公告に示す期限までに提出してください。 

＊期限までに提出されない場合が失格となります。 

＊次順位者が落札候補者となった場合の提出期限は、別途指示します。 

 （４）提出方法 持参により提出してください。 

 （５）提出書類の作成等 

   ア 作成及び提出にかかる費用は申請者の負担とします。 

   イ 提出書類は、施工体制確認調査以外に提出者に無断で使用しません。 

   ウ 提出書類は返却しません。 

 （６）提出部数 各１部 

 

５ 技術者の配置 

  落札者は４の（２）ウに定める資料に記載した配置予定技術者を当該業務に配置するも

のとします。 

 

６  契約書作成の要否等 

  要します。落札者は、奈良県契約規則（昭和３９年奈良県規則第１４号）第１７条第１

項の規定に基づき落札決定の日以降に速やかに契約を締結するものとします。 

  作成及び提出にかかる費用は落札者の負担とします。 

 

７ 入札及び契約を担当する部課等の名称及び所在地等 

          〒６３０－８５０１ 

          奈良県奈良市登大路町３０番地 

          奈良県地域創造部 文化財課 記念物・埋蔵文化財係 

          電 話 ０７４２－２７－９８６６ 

 

 


